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Ⅵ その他                             

１． 医師意見書様式  
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２．障害支援区分判定結果の情報提供 

障害支援区分判定結果に関する情報は、「北九州市障害支援区分認定等に係る情報提

供制度運営要綱」に基づいて、医師意見書を記載した医師の申し出（所定の申出書の

提出）により提供されます。情報提供（資料提供）を希望される場合は、下記の手順

でお申し出ください。 

（１）提出書類「障害支援区分認定に係る資料提供申出書（医師用）」の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①申出者（医師意見書の記載医師） 「医師氏名」 

医師意見書を記載した医師名を記載してください。 

 

②申請者（医師意見書の記載対象者） 「受給者番号」 

 番号は「障害支援区分・医師意見書の提出について（お願い）」に記載している「受

給者番号（１０桁）」を記載してください。 

 

（２）提出方法 

記載した上記（１）を、医師意見書を提出（郵送）する際に同封してください。 

 

（３）資料の提供 

申請者が区役所窓口申請時に、介護給付費・訓練等給付費支給申請書「同意欄」に

医師意見書の記載医師に情報提供してもよいという同意をおこなった場合に限り、申

請者の障害支援区分判定結果を事務局からお知らせします。 

 なお、今回の申請において、情報提供の要件の一つ（申請者の同意）を満たしてい

ない場合は、提出書類をお届けしておりませんので、ご了承ください。 

 

ご不明な点がありましたら北九州市障害支援区分認定審査会事務局へお問い合わせ

ください。 



 

問い合わせ先一覧 

 

●手引き及び医師意見書に関する問い合わせ 

北九州市障害支援区分認定審査会事務局 

（保健福祉局地域リハビリテーション推進課障害認定係） 

〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

ＴＥＬ ０９３（５２２）８７５５ 

ＦＡＸ ０９３（５２２）８７５６ 

 

●障害福祉制度に関する問い合わせ 

北九州市（各区役所）保健福祉課高齢者・障害者相談係 

門 司 区 ０９３（３３１）１８８１㈹ 

小倉北区 ０９３（５８２）３４３０ 

小倉南区 ０９３（９５１）４１２６ 

若 松 区 ０９３（７５１）４８００ 

八幡東区 ０９３（６７１）４８００ 

八幡西区 ０９３（６４２）１４４１㈹ 

戸 畑 区 ０９３（８８１）４８００


